
国民生活事業

★国の教育ローンのご案内★
（融資限度額）　お子さま１人につき３５０万円以内
　　　　　　　※海外留学（一定の要件があります）は４５０万円以内
（ご返済期間）　１５年以内（交通遺児家庭、母子家庭または
　　　　　　　世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は１８年以内）
（金　　   利）　年1.66％（R1.11.1現在）（固定金利）
　　　　　　　※母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年１．26％
（お使いみち）　 ・学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）（大学、短大、専修学校、高校などが対象）
　　　　　　　・受験にかかった費用（受験料、受験時の交通費・宿泊費など）
　　　　　　　・住居にかかる費用（アパート・マンションの敷金・家賃など）
　　　　　　　・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、留学費用、学生の国民年金保険料など
　　　　　　　※今後１年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

【お問い合わせ先】 （その他、事業資金の取扱いも行っております。）
事業資金のお問い合わせ先
三条支店　国民生活事業
〒９５５―００９２　三条市須頃１－２０
三条商工会議所会館２階
ＴＥＬ　０２５６－３４―７５１１
受付時間　平日９時～１７時

国の教育ローン
教育ローンコールセンター
ＴＥＬ　０５７０－００８６５６
受付時間　平　日９時～２１時
　　　　　土曜日９時～１７時

日本政策金融公庫からのお知らせ
日本政策金融公庫は、みなさまの身近な政策金融機関です。

１ 製造業
　製造業223事業所の平均売上は、
前年に比べ2.7%の減少。平均営業
利益も6.3%減少している。事業所
数が減少するとともに、事業主の高
齢化が進み、全体では売上を減少さ
せている。一方で4割弱の事業所は
売上を伸ばしており、溶接、研磨、
切削加工など手作業を伴う技術者に
仕事が集まる傾向が伺える。

２ 小売業
　小売業48事業所の平均売上は、
前年に比べ6.1%の減少。平均営業
利益も7.1%の減少となっている。
消費増税・暖冬などの影響を一番受
けている。キャッシュレス決済への
対応も遅れている。大手スーパーや
ドラッグストアの出店が続いており
小規模小売業の経営環境は依然とし
て厳しい。

３ 卸売業
　卸売業8事業所の平均売上は、
23.7%の増加。平均営業利益は
29.8％の増加となっている。創業
間もない事業所が大きく売り上げを
伸ばし平均を押し上げた。

４ 建設業
　建設業17事業所の平均売上は、
9.0%の減少。平均営業利益も、
13.5%の減少となった。昨年は豪
雪による、市からの除雪要請が多く
建設業全体で売上が上がったが今年
は暖冬により除雪要請がなかった。

５ サービス業
　サービス業51事業所の平均売上
は、前年に比べ10.8%の増加した
ものの、平均営業利益は8.6％の減
少となった。創業間もない事業者が
売り上げを大きく伸ばし全体の平均
を押し上げた。

経営実績状況報告書

■新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見
舞い申し上げます。
燕商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方を
対象とする相談窓口を設置し、ご相談に対応しています。

■どんな内容の相談ができるの？
資金繰りに関して、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度を
ご案内するとともに、従業員給与関連では雇用調整助成金の特例をご案内。ま
ずは一度、経営相談窓口までご連絡ください。

連絡先 燕商工会議所経営支援課　TEL 0256-63-4116
e-mail  main@tsubame-cci.or.jp

経営相談窓口の開設

　新型コロナウイルス感染症の拡大とそれに伴う政府方針により、来場者をは
じめ、会員の皆様や関係各位の健康と安全面を第一に考慮致しました結果、
10月7日(水）・8日（木）に予定しておりました「燕三条トレードショウ
2020」を、1年程度延期しますことをご案内申し上げます。
　会員の皆様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけ致しますが、
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
燕三条トレードショウ事務局　担当：高野・五十嵐　TEL：0256-63-4116

記帳継続指導事業所 当商工会議所では、小規模企業経営改善普及事業の一環として、記
帳継続指導を積極的に実施、小規模事業者に対し記帳を通じて経営
指導を行っている。この度、調査対象記帳継続指導先事業所353（製
造業＝223事業所、小売業＝48事業所、卸売業＝8事業所、建設
業＝19事業所、サービス業＝47事業所、その他=8事業所）の経
営実績がまとまり、その内容について分析を行った。

【概　要】
　記帳継続指導事業所の売上は、全体で前年に比べ1.4％の減少、営業利益は6.4%の減少となった。有資格者割合は、全体の
41.6%であり、前年に比べ3.0%の減少。
　消費増税・暖冬と様々な環境変化により売り上げを減少させている。卸売業は売り上げを伸ばしている。

◆営業利益＝専従者給与・貸倒引当金等を引く前の金額　◆有資格者＝所得税が課税された事業者

◆令和元年売上高の動向（前年比）◆

◆業種別売上高の比較◆ ◆業種別営業利益の比較◆

６ まとめ
　高齢化による売り上げの自然減が
ある一方で創業間もない事業者は大
きく売り上げを伸ばしている。ま
た、暖冬、消費増税がすべての業種

に影響を与えて売り上げ減少の原因
となっている。今後これに加えて新
型コロナウィルスの影響が避けられ
ず、国等の支援策を活用する必要が
ある。
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M＆A事業承継
支援事業

■第三者に事業を譲りたい
　と考えている方
■廃番になると困る商品を
　製造している方
■地場産業に不可欠な技術や
　設備を有している方

経営支援課（63-4116）
までご連絡ください
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メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！
　燕商工会議所メイド・イン・ツバメ認定委員会では、会員の皆様から
申請された商品を審査し、「メイド・イン・ツバメ」として認定しています。
商品は随時募集しております。輸入品との差別化やブランド力のアップ、
燕製品のPR等にお役立て下さい。
（2020/4/21認定）

　認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は5月26
日（火）です。認定ご希望の場合、2営業日前（5月22日（金））ま
でに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課　0256-63-4116

商　　品　　名 企業名 認証日
マットブラックフェスタン ㈲片力商事

2020/
4/21

メタル丼シリーズ「徳利」 ㈱カンダメタル丼シリーズ「ぐい呑み」
プルーン　オイルガード ㈱タマハシプルーン　フライパンカバー
環境ステーションWSシリーズ

㈱ワクイ環境ステーションWB900
リヒテック　室内用キャスター付ダストボックス
ヘタ取り

㈱ツバメ教材製作所かき揚げリング
シルバー・キッチンセット

病気やケガで働けなくなったときの所得を補償します。
【1口（500円）当たりの年令別月額補償額】

地震危険補償特約

新総合火災共済

倒　壊 火　災 津　波

◎加入例（地震共済金額1,000万円の場合）

住宅、店舗等との併用住宅におすすめです。
総合・普通火災共済

店舗、事務所、工場、倉庫におすすめです。
or

年令別 月額補償額
満15歳以上満20歳未満
満20歳以上満25歳未満
満25歳以上満30歳未満
満30歳以上満35歳未満
満35歳以上満40歳未満
満40歳以上満45歳未満 ※新規お申込みは満15歳以上満65歳未満の方が加入対象です。

37才の方が
1口加入している場合

お支払い例

97,500円
66,900円
59,400円
48,000円
38,400円
30,900円

年令別 月額補償額
満45歳以上満50歳未満
満50歳以上満55歳未満
満55歳以上満60歳未満
満60歳以上満65歳未満
満65歳以上満70歳未満

25,800円
22,200円
20,700円
19,800円
15,600円

就業不能期間（１ヶ月15日間）のお支払いする共済金
38,400円＋1,280円×15日＝57,600円
月額補償額 月額補償額/30日

鉄骨造住宅
5,600円

鉄骨造工場
8,200円

木造住宅
9,700円

木造店舗
14,200円

＋
※地震危険補償特約は火災共済にセットする特約です。

NEW

からのお知らせ

所得補償共済

火 災 共 済
地震や噴火が原因の倒壊・火災・津波によって全壊、大規模半壊、半壊と
なった場合、建物損害を補償します。※昭和56年6月以降の建物が対象です。

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の
維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を拡充します

助成内容のポイント
①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成

生産指標の要件を緩和します
ア　生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10％の減少が必要
　でしたが、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年
　6月30日までの間は、これを5％減少とします。
イ　生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
　（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。

中小企業 大企業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

加算額②教育訓練を実施したときの加算
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主

限度日数③支給限度日数
1年間で100日通常時

上記限度日数とは別枠で利用可能緊急対応期間
助成率④雇用保険被保険者でない方

上記①の助成率と同じ雇用保険被保険者でない方を休業させる場合

2,400円 1,800円教育訓練が必要な被保険者の方に、教育訓練（自宅
でインターネット等を用いた教育訓練含む）を実施

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。

令和2年4月1日から令和2年6月30日
NEW

まで（緊急対応期間）の
休業等に適用されます。

【特例の対象となる事業主】

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下
支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を
支給します。

持続化給付金に関するお知らせ

■売上減少分の計算方法
　前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）

持続化給付金とは？

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
　ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継
続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
　①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
　②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
　である事業者。
※20019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

給付額

中小企業金融・給付金相談窓口
0570-783183（平日・休日9:00～17:00）

相談ダイヤル
※申請支援窓口の設置場所等に
　ついては、詳細が決まり次第
　公表します。

「持続化給付金」を装った詐欺にご注意下さい！

マットブラックフェスタン

メタル丼シリーズ
「徳利」

メタル丼シリーズ「ぐい呑み」

プルーン　
オイルガード

プルーン　
フライパンカバー

環境ステーションWSシリーズ

環境ステーションWB900
リヒテック
室内用キャスター付
ダストボックス

ヘタ取り

かき揚げリング

シルバー・キッチンセット

お問い合せ 燕商工会議所まで TEL：0256-63-4116

燕商工会議所のWEBセミナーを利用して経営に役立てよう

燕商工会議所のホームページから
無料でセミナーがご覧いただけます http://tsubame-cci.or.jp/

映像と音声による本格的なセミナー！さまざまな情報が満載！
●使いやすいサイトデザイン ●高画質「ハイビジョン」サイズ！ ●PC・Mac・And ro i d・ i P hone対応  

WEBセミナーは、インターネットでセミナー映像を視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサービスです。

▶セミナーは受講したいけど忙しくて時間がない！
▶継続的に社員研修を行いたい！
▶受講したいセミナーが開催していない！

いつでも
２４時間いつでも
受講できます！

会社・自宅・出先
どこでもOK！

気になるセミナーを
自由に選べる！

どこでも 好きなだけ

会員は専用IDとパスワードを入れてログイン
する事により500全てのコンテンツが
視聴可能とまります。

パスワード：4116ID：k5098
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月
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窓
口
延
長

日
曜
窓
口

＝問い合わせ＝

（直通）
0256-77-8125

燕市役所市民課窓口係
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売上高 ％以上減少なら

②新型コロナウイルス
　感染症特別貸付

③商工中金等による
 「危機対応融資」

④新型コロナウイルス対策
　マル経融資（拡充）

⑤生活衛生新型コロナウ
　イルス感染症特別貸付

①セーフティネット5号

小規模事業者の場合

生活衛生関係営業
（旅館、飲食、理美容
店など）の場合

指定 業種の場合

条件 利用可能メニュー 概要 相談窓口

商工組合中央金庫等

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

お近くの民間金融機関
各信用保証協会

• 中小事業3億円、国民事業0.6億円（別枠）
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

• 3億円（別枠）
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内

• 1000万円（別枠）

1000万円（別枠）

1000万円（別枠）

6000万円（別枠）

• 設備10年（うち据置4年）、運転7年（うち据置3年）以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

•
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
（運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ）
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

• 借入債務の80％を信用保証協会が保証
2.8億円（別枠。⑨と共有）•

• 要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象

売上高 ％以上減少なら ⑦衛生環境激変対策
　特別貸付

生活衛生関係営業
（旅館、飲食、喫茶）

•
• 運転7年、うち据置2年以内

売上高 ％以上減少なら ⑨セーフティネット4号
• 借入債務の100％を信用保証協会が保証
•
• 保証料・金利ゼロの対象

売上高 ％以上減少なら ⑧危機関連保証
• 借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠）

2.8億円（別枠。①と共有）

• 保証料・金利ゼロの対象

売上高要件の考え方
＜創業１年１か月以上＞
【公庫（青枠）】最近１カ月の売上高と、前年または前々年の同期と比較。
【信用保証協会（緑枠）】最近１ヶ月の売上高と、前年同月を比較＋
その後２ヶ月間（見込み）を含む３ヶ月の売上高と前年同期を比較

＜創業１年１か月未満及び店舗・業容拡大しているベンチャー・スタートアップなど（後者は公庫のみ）＞

⑥新型コロナウイルス
　対策衛経（拡充）

•
• 設備10年（うち据置4年）、運転7年（うち据置3年）以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

さらに、

さらに、

さらに、

減少幅に関係なく • 中小事業7.2億円、国民事業0.48億円
• 設備15年、運転8年、うち据置3年以内⑩セーフティネット貸付

資金繰り支援内容一覧表（4/14時点）※この資料は資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の一覧形式でまとめたものです。　ご自身が使えそうなメニューが分かりましたら詳しい情報を、支援策パンフレットでご確認ください。

この資料は、プロトスター株式会社運営するStartupListに
株式会社INQが寄稿した記事を参考にして作成しました。

追加要件を満たせば
実質無利子・無担保の対象

利子補給対象上限
（日本公庫等）中小事業 億円、

国民事業 万円
（商工中金）危機対応融資 億円

※沖縄振興開発金融公庫で利用可能な支援内容は別途こちらをご覧ください。

（１）最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高の比較 （１）
（２）最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較 （２）
（３）最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較 （３）

左記に同じ。
左記に加え、その後2ヶ月間（見込み）を含む3ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高の３倍を比較
左記に加え、その後2ヶ月間（見込み）を含む3ヶ月の売上高と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

（１）～（３）のいずれかで比較。

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

お近くの民間金融機関
各信用保証協会

お近くの民間金融機関
各信用保証協会

【公庫（青枠）】 【信用保証協会（緑枠）】

※詳細は、市のホームページをご覧ください⇒⇒⇒
新型コロナウイルス感染症緊急対策燕

市

№ 支援制度 支援内容

❶ 土地・建物賃借料
補助金

固定資産税の軽減策等の適用を受けない事業所
で、令和２年２～５月のいずれかの月の売上額
が前年同月比で20％以上減少している場合に、
３か月分の土地・建物の賃借料を補助します
（対象期間：令和２年４月～６月。上限あり）

❷ 雇用調整助成金
活用促進補助金

従業員を解雇せず、休業手当を70％以上支給
し、国の雇用調整助成金を申請した事業者に、
国の雇用調整助成金の支給対象となる休業手当
等の9/10を除いた1/10を上乗せ補助します
（対象期間：令和２年４月～６月。上限あり）

❸ 雇用継続支援
助成金

国の実施する雇用調整助成金の申請を社会保険
労務士に依頼して行う場合に、その手数料を補
助します（上限あり）

❹
県制度融資に
対する
信用保証料の補給

県制度融資「新型コロナウイルス感染症対策特
別融資」及び「新型コロナウイルス感染症対応
資金」に対し、国が補助する部分を除いた信用
保証料の補給を行います

❺ 信用保証枠の拡充

新型コロナウイルス感染症の発生に起因してい
ることが要件となる各種制度を活用するための
認定を行います
■セーフティネット４号認定・５号認定
■危機関連保証認定

❻ テレワーク等BCP
推進補助金

市内ホテルや宴会場等を利用し、テレワークや
分散勤務を実施する事業所に、利用料の1/2を
補助します。また Wi‐Fi 環境未整備の市内の
宴会場等に対し、設置費用の1/2を補助します
（対象期間：令和２年５月～６月。上限あり）

雇用の維持と事業の継続のための対策 需要喚起のための主な対策

❼ おいしい燕おとどけプロジェクト

❖
テイクアウト・
デリバリー推奨
補助金

新たにテイクアウトやデリバリーを始める店舗
を支援するため、容器や衛生用品、広告費及び
テイクアウト・デリバリー用の新メニュー開発
に要する費用を補助します
（対象期間：令和２年４月～６月。上限あり）

❖ デリバリーサービス
連携補助金

タクシー事業者等と連携してデリバリーサービ
スを実施する飲食店に対して、配達委託料とし
て１配送あたり500円を補助します
（対象期間：令和２年５月～６月）

❖ がんばろう燕！
応援クーポン

市内飲食店（登録制）でテイクアウトやデリバ
リーを利用する場合に、利用可能なクーポン券
（店内での飲食は対象外）を広報媒体に掲載し
て全世帯に配布します
※事業の調整が整い次第実施

❽ 市内飲食店応援
サポート補助金

新型コロナウイルス感染症終息後に開催する
10人以上かつ３万円以上の懇親会等を予約し、
６月末日までに予約金を納入した市内の利用企
業・団体等に対して、予約金の一部を補助しま
す（懇親会等のキャンセルは不可。上限あり）

❾ 燕（エン）ＪＯＹ
キッズ商品券

楽しいイベントがなくなってしまった市内在住
の３歳から中学３年生の子どもたちに、3,000
円のＱＵＯカードをプレゼントします

10 感染症対策商品の
開発支援

感染症の課題解決に繋がる付加価値の高い新商
品又は新技術の開発を行う市内の中小企業に、
対象経費の3/4（上限400万円）を補助します
※既存の新商品新技術開発支援事業との併用不可

❶・❷・❸・❹・❺・❼・10：燕市役所商工振興課 ❻・❽・❾：燕市役所観光振興課

№ 支援制度 支援内容

【問い合わせ先】
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つばめ会議所ニュース（4）第458号

最高500万円、返済期間７年以内

カンタン手続き、スピード審査、担保や第三者保証人は
不要です！

時間外は本店ローン相談日をご利用いただけます。
毎 週 水 曜 日　17：30～20：00
第１・第３土曜日　  9：00～17：00

あらゆる事業資金をバックアップします

会議所の動き （5月中旬〜6月）

青年部だより
会員数113名（5月1日現在）

5月	 21日㈭	 法律相談会

	 25日㈪	 知的産業財産権相談会

	 27日㈬	 にいがた県央金型㈿通常総会

	 28日㈭	 働き方改革無料窓口相談会

6月	 9日㈫	 工業部会　正副部会長会議

	 10日㈬	 常議員会

社会保険労務士
まつかわ事務所

新型コロナウイルス感染症に関する
アンケート調査
　燕商工会議所青年部（藤原康博会長）では、
新型コロナウイルス感染症に関するアンケー
ト調査を行いました。新型コロナウイルス感
染症の影響を把握するとともに、各社での対
応策などを調査しました。有益な情報の共有
を図り、この状況を打開していく術を模索し

　燕商工会議所青年部は、若手経営者としての資
質向上を目指し、様々な企画・セミナー・視察等
の企画運営を通じて、自己研鑽に努めています。
若手経営者としての悩みや相談を共有できる仲間
作りの場として、仕事の情報やつながりを得る場
として活用されています。
　満20歳～ 45歳の商工業等に従事する若手経営
者ならびに後継者であれば入会が可能です！詳細
は事務局（TEL：63-4116）までお気軽にお問合
せください！

青年部は会員を
募集しています！

日報・読売・朝日・毎日・日経に毎月15日折込
（土･日･祝の場合翌日）◆１コマサイズ　39×79㎜

◆掲載料　7,200円／月
◆年間契約での一括払いの場合　70,000円／年

会員様限定

■お問い合わせ･お申込み　燕商工会議所総務課まで
　　　　　　　　　　　　  TEL63-4116

燕市全域25,000部発行

広告掲載募集

− 会員事業所支援のお役に立てる有益な情報をお届けする −
【新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応内容】
☆　�「緊急事態宣言」が全国に発動されたことを受け、対面による面

談を自粛し、�「国や商工会議所、そしてアクサ生命が実施する会
員事業所支援のお役に立てる有益な情報をお届けする」ことを掲
げたキャンペーンとさせていただければと考えております。

①新型コロナウイルス経営相談窓口の設置
②持続化給付金、特別貸付などの資金繰り支援案内
③雇用調整助成金案内
④ご契約に対する特別取扱いにつきまして（保険料支払い猶予）�
⑤「24H健康相談サービス」による会員さまへのサポート
⑥保険金・給付金のお支払いにつきまして（入院給付金支払い基準、

災害保険金対象）
⑦契約者貸付に対する特別金利の適用（3/1 ～ 5/31まで特別金利

0％の適用）
⑧会員企業の健康経営の推進

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
（4/15 ～ 6/30）実施における

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
対応について（お知らせ）

商工会議所は、アクサ生命と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金
制度、リスク対策、事業承継）を共済制度/福祉制度でサポートしています。

●当所共済制度のお引き受けには、所定の条件があります。本共済をご検討の際には、重要
事項説明書、（契約概要・注意喚起情報・その他重要事項のお知らせ）「契約のしおり、約款」を
必ずご覧ください。

燕商工会議所　総務課　－連絡先－�TEL�0256-63-4116

　まずは私事で恐縮ですが、４月１
日より弊社の社名が（労務）新潟安
全研究所から、ＮＡ＆ＨＲコンサル
ティング（労務）に変更となり、ま
た私が所長に就任いたしました。社
名が変わりましても【働く者の安全
と健康をモットーに社会に還元奉仕
する】ことを肝に銘じて、精進して
まいります。
　さて、残念ながら新型コロナウイ
ルス感染症の影響により雇用環境が
急激に悪化しつつあり、従業員が休
業する段階まで来ています。そのた
め『雇用調整助成金』が拡充されま
したが、よくご存じでない方も多い
ので、お問い合わせ多数のポイント
を記載いたします。（2020/5/6にさら
なる簡素化が発表されました）
①５％以上の売上高減少とは、原則

として「計画届を提出する月」の
前の月の分と、その前年同月の分

②６月までに提出する分までは、さ
かのぼりが可能

③休業手当への助成金は１人・１日
当たり「8,330円の上限」があり

⇒上限引き上げの予定
④助成金は、実際に支給された休業

手当の９/10ではありません
⇒従業員が20人以下の事業所は「実

際に支給された休業手当額」×「助
成率」＝「助成額」となる予定

⑤雇用保険に加入している従業員に

支給された「年間給与総額」を、
１年間の「決まった労働日数」で
割り、かつ、その期間に雇用保険
へ加入している「人数」で割って
算出された１人１日あたりの金額
に、「休業手当の割合」を掛けて、
さらに「９/10」を掛けた金額が助
成金の単価になります。

⇒上記の方法以外に、「源泉所得税の
納付書」を用いて、１人当たりの
賃金を算定できる予定

⇒決まった労働日数を休業実施前の
任意の１か月を用いることが出来
る予定

　（わかりやすさ優先・詳しくはハ
ローワークか社労士へご相談くださ
い）
　新型コロナウイルス感染症に関連
して様々な施策が発表され、また毎
日のように改善されています。一度
お断りされた方や、緩和前と緩和後
のどちらを活用すると助成額が多く
なるかなど、再度のご相談もご検討
ください。

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

　このコーナーはみなさまの生活に
関係する労務管理について、隔月で
連載いたします。

No.8

≪雇用調整助成金のご相談もできます。≫

■主催  新潟働き方改革推進支援センター　■共催  燕商工会議所中小企業相談所

社会保険労務士の働き方改革
無料窓口相談会

時間 午後1時30分～午後4時30分

予約 燕商工会議所経営支援課 TEL 0256（63）4116
（担当：小柳）

5月
6月
7月
8月

28日（木）
25日（木）
22日（水）
27日（木）

9月
10月
11月
12月

24日（木）
22日（木）
26日（木）
24日（木）

1月
2月
3月

令和
3年 28日（木）

25日（木）
25日（木）

ていきます。
　また、会議等についてはWEBで行うなど
予防策を徹底し、感染の拡大を防止していま
す。青年経済人として、様々なアイディアを
出し合い、今できることを徹底していきます。

燕商工会議所
顧問社労士
井上智玄

（2020年4月135㌔・前々回から
7㌔増／初回から0㌔減）


